
論
　
　
説近

世
後
期
に
お
け
る
豪
農
商
層
の
経
済
倫
理
と
地
域
社
会
認
識
　
(
中
)

～
備
後
福
山
の
義
倉
設
立
と
運
営
を
め
ぐ
っ
て
～

中
　
　
山
　
　
富
　
　
広
・
ノ

は
じ
め
に

一
義
倉
の
成
立
～
運
営
を
め
ぐ
る
藩
と
調
達
人
た
ち
の
綱
引
き
～

1
「
義
倉
発
端
手
続
」
と
河
相
周
兵
衛

2
「
教
法
目
論
見
」
と
「
真
倉
一
件
伺
書
写
シ
」

2
義
倉
の
運
営
と
福
山
藩
(
以
上
、
二
四
三
号
)

二
　
義
倉
と
地
域
社
会

1
義
倉
貸
銀
と
地
域
社
会

2
義
倉
田
と
地
域
社
会
(
以
上
、
本
号
)

2
社
会
事
業
の
展
開

お
わ
り
に

二
　
義
倉
と
地
域
社
会

1
　
義
倉
貸
銀
と
地
域
社
会

義
倉
貸
銀
の
推
移
　
本
稿
(
上
)
の
一
3
「
義
倉
の
運
営
と
福
山
活
」

で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
実
質
的
な
義
倉
銀
融
資
の
出
発
年
と
な
っ
た
文

化
三
年
こ
そ
今
津
屋
茂
左
衛
門
ら
七
名
の
豪
農
商
に
、
二
月
一
日
か
ら

十
一
月
三
十
日
ま
で
の
一
〇
か
月
間
預
け
ら
れ
た
も
の
の
、
同
三
年
碁

か
ら
同
六
年
暮
ま
で
は
河
相
・
借
間
・
石
井
・
帯
屋
ら
調
達
人
た
ち
が

義
倉
銀
を
預
か
っ
て
い
る
。
文
化
七
年
碁
に
は
河
相
・
帯
屋
が
一
七
貫

目
余
を
預
か
る
が
、
安
那
郡
湯
野
村
兵
右
衛
円
ら
四
名
の
者
へ
計
三
九

貫
目
余
が
貸
し
出
さ
れ
、
再
び
調
達
人
以
外
の
者
へ
の
融
資
が
開
始
さ

れ
た
。
ま
た
同
八
年
碁
に
は
八
七
貫
八
七
五
匁
余
の
義
倉
銀
と
な
っ
た

が
、
こ
の
と
き
は
綿
問
屋
隅
屋
息
右
衛
門
へ
全
額
預
け
ら
れ
て
い
る
。

か
ん
の

質
物
と
し
て
梯
切
手
を
取
り
、
河
相
周
兵
衛
・
神
野
利
右
衛
門
・
岩
田

屋
庄
左
衛
門
の
三
人
が
請
人
と
な
っ
て
い
る
。
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翌
九
年
碁
に
は
一
三
一
貫
目
余
が
一
四
名
に
融
資
さ
れ
た
が
、
そ
れ

を
示
し
た
の
が
表
3
で
あ
る
。
西
向
治
郎
助
・
亀
山
茂
兵
衛
・
新
屋
茂

右
衛
門
の
三
名
は
沼
隈
郡
山
南
の
畳
表
問
屋
で
あ
り
、
桑
田
喜
兵
衛
も

な
か
さ
ん
な

中
山
南
村
の
表
売
買
に
関
わ
る
有
力
豪
農
で
あ
る
。
広
島
屋
と
草
戸
屋

は
城
下
の
商
人
で
、
三
島
平
左
衛
門
と
大
坂
屋
は
柄
の
商
人
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
年
も
棉
問
屋
の
隅
屋
が
三
二
貫
目
余
の
融
資
を
受
け
て
い

る
。
こ
れ
か
ら
推
測
す
る
と
、
義
倉
が
「
有
福
の
も
の
」
を
選
ん
で
、

彼
ら
に
畳
表
・
木
綿
の
買
付
け
や
酒
造
仕
込
な
ど
の
資
金
を
融
資
し
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
麦
で
は
翌
十
年
十
二
月
に
お
け
る
融
資

額
も
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
多
く
が
複
数
年
に
わ
た
っ
て
融
資
を
受
け

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
こ
で
次
に
義
倉
銀
の
貸
付
と
利
銀
収
入
の
推
移
を
示
し
て
み
よ
う

(
図
2
)
。
前
述
の
よ
う
に
、
文
化
五
年
碁
に
藩
当
局
の
命
に
よ
っ
て
有

表3　文化9年12月の融資先

西 向治郎助

15,00 0

12,000

5,00 0

亀 山茂兵衛 2,00 0

新屋茂右衛 門 5,000

桑田喜 兵衛 ・17,000

4,000

山手村周 右衛 門 5,000

藤井料 助 8,000

十九軒屋相伝 六 5,000

神村章蔵 6,000 6,000

向永谷村勇治 3,000 3,000

10,000

広島屋新左衛門 15,000

草戸屋八百治 10,000

三島平左衛 門 10,000 10,000

大坂屋宗三郎 10,000 10,000

隅屋忠右南 門 32,995 30,00 0

計 13 1,995 102,00 0

注)「義倉銀御貸付帳」(文化9年・文
化10年)による。

図2　義倉の貸付銀と利銀収入の推移

注)「義倉勘定帳」(各年度)および「窮民御救い永代御偏銀勘定帳」(天保8年)により作成。
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銀
一
三
一
貫
目
余
の
う
ち
一
二
一
貫
目
余
が
没
収
さ
れ
、
残
り
一
〇
貫

目
も
別
勘
定
と
さ
れ
た
の
で
文
化
六
年
で
グ
ラ
フ
は
い
っ
た
ん
切
れ
て

い
る
。
し
か
し
そ
の
後
は
貸
付
銀
積
は
順
調
に
伸
び
、
文
政
三
年
に
は

(-こ

三
〇
〇
貫
目
に
到
達
し
、
利
銀
収
入
は
同
二
年
に
三
〇
貰
巳
を
突
破
し

た
。
文
政
四
年
か
ら
は
再
び
二
〇
〇
貫
目
前
後
に
減
少
す
る
が
、
こ
れ

は
義
倉
田
を
本
格
的
に
購
入
し
だ
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
文
政
六
年
は
、

毎
年
銀
四
五
貫
目
が
下
付
さ
れ
て
き
た
最
終
年
度
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ

の
年
は
大
暑
魅
で
領
民
が
田
窮
し
た
の
で
義
倉
が
三
一
二
〇
俵
の
米
を

'
-
さ
き
よ

領
内
に
配
布
し
た
年
で
も
あ
っ
た
。
藩
主
正
精
は
義
倉
の
運
営
を
心
配

(
2
)

し
た
の
で
、
義
倉
は
「
福
府
義
倉
御
備
銀
積
書
」
を
提
出
す
る
が
、
そ

の
な
か
で
義
倉
の
貸
付
銀
は
一
〇
年
鼠
の
返
済
で
他
よ
り
も
低
利
で
あ

る
た
め
、
「
福
者
」
　
の
「
嫉
妬
悪
口
」
を
か
っ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

し
か
し
文
政
八
年
、
同
九
年
に
は
二
〇
〇
某
日
を
割
り
込
ん
だ
。
こ

の
原
因
の
一
つ
は
藩
へ
融
資
し
た
銀
　
(
口
入
銀
)
　
の
利
足
支
払
い
が
滞

り
気
味
に
な
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
義
倉
は
文
政
十
年
に
期
末

の
有
銀
二
二
四
貫
目
を
「
勘
定
大
極
」
と
し
、
こ
の
銀
額
を
割
り
込
ん

だ
と
き
に
は
淳
が
そ
の
額
を
補
填
す
る
と
い
う
処
置
を
申
請
し
認
可
さ

(
3
)

れ
て
い
る
。
ま
た
天
保
三
年
に
は
「
御
貸
付
利
銀
是
迄
月
壱
歩
宛
の
処
、

当
辰
十
二
月
よ
り
弐
朱
下
げ
月
八
朱
」
と
月
利
一
%
を
〇
・
八
%
に
下

げ
、
年
利
に
し
て
一
二
%
を
九
・
六
%
に
改
定
し
た
。
そ
し
て
そ
の
利

子
収
入
の
低
下
を
補
う
た
め
に
藩
か
ら
四
〇
貫
目
(
無
利
子
)
　
の
借
用

(
-
)

が
許
可
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
一
連
の
処
置
と
天
保
八
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
網
掛
け
部
分

(
～
)

の
「
窮
民
御
救
い
永
代
御
備
銀
」
を
表
勘
定
に
加
え
る
と
、
か
つ
て
の

目
論
見
を
大
き
く
こ
え
て
弘
化
年
間
に
は
四
〇
〇
貫
目
に
達
し
、
嘉
永

年
間
以
降
は
五
〇
〇
貫
目
前
後
の
貸
付
銀
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
慶
応
年
間
に
貸
付
銀
が
減
少
し
て
い
る
の
は
再
び
義
倉
田
を

購
入
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

個
別
融
資
銀
額
と
融
資
範
囲
　
次
に
個
別
の
融
資
銀
額
と
融
資
の
範

囲
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
表
4
は
文
政
十
一
年
か
ら
慶
応
三
年
ま
で

の
六
か
年
の
銀
嶺
別
口
数
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
表
5

は
郡
別
お
よ
び
城
下
商
人
な
ど
地
域
別
に
貸
付
内
訳
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
。文

政
十
一
年
と
天
保
四
年
は
一
貫
目
以
下
が
八
割
近
く
を
占
め
て
い

わ
け

る
が
、
な
か
で
も
文
政
十
一
年
は
沼
隈
郡
・
分
郡
・
城
下
、
そ
し
て
藩

へ
の
ロ
入
銀
が
多
額
を
占
め
て
い
完
。
こ
れ
は
沼
隈
郡
草
深
村
の
菩
左

衛
門
が
二
三
貰
五
〇
〇
日
、
城
下
の
川
本
屋
書
兵
衛
が
二
九
貫
目
余
を

借
り
入
れ
て
い
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
。
天
保
四
年
に
は
そ
の
昔
左

衛
門
も
川
本
屋
も
元
利
返
済
を
終
え
て
お
り
、
代
わ
っ
て
芦
田
郡
・
分

瓢
・
口
入
銀
へ
の
融
資
額
の
割
合
が
増
加
し
て
い
る
。
な
お
ロ
入
銀
七

四
貫
目
余
は
四
七
貫
目
五
〇
〇
日
二
一
〇
貫
目
・
七
貫
目
と
三
口
に
分

か
れ
て
い
る
の
で
、
表
4
で
は
五
〇
貫
目
以
上
は
存
在
し
な
い
か
た
ち

と
な
っ
て
い
る
。

天
保
十
四
年
に
な
る
と
一
貫
目
以
上
の
口
数
が
三
割
近
く
ま
で
増

え
、
全
体
の
融
資
口
数
が
天
保
四
年
に
比
べ
て
半
減
し
て
い
る
の
で
、

一
口
当
た
り
の
銀
額
が
二
貫
目
を
こ
え
て
い
た
。
地
域
的
に
は
分
郡
・

城
下
・
口
入
銀
だ
け
で
七
割
を
こ
え
て
い
る
。
一
〇
年
後
の
嘉
永
六
年
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表4　銀額別借銀口数の推移

文政11年 天保4年 天保14年 嘉永6年 文久3年 慶応3年

4 (2 .6 ) 4 (1.6 ) 9 (7 .4 ) 5 (3 .0 )

1 (1.3 )

1 (1.3 )

5 (6 .5 )

l
4 (2 .6 ) (16 .0 ) 7 (2 .9 ) (14 .8 ) 6 (5.0 ) (3 8 .3 ) 15 (9 .0 ) (刃 .3 ) 9 (1 1.7 ) (組 3)

2 1 ( 13 .5 ) 2 9 (1 1 .9 ) 1 9 (1 5 .7 ) 4 9 (29 .3 ) 5 9 (7 6 .6 )

5 7 (3 6 .5 ) 5 6 (2 3 .0 ) 17 (14 .0 ) 3 3 (1 9.8 ) 2 (2 .6 )

卸 (192 ) (7 82 ) 釦 (32.9) (7 8.6 ) 別 (19 .8 ) (56 2 ) 30 (18.0 ) (5 7.5 )

3 5 (2 2.4 ) 5 5 (2 2 .6 ) 2 7 (2 2.3 ) 3 3 (1 9 .8 )

5 (3 2 ) 12 (4 .9 ) 1 9 (1 5 .7 ) 2 (1 .2 )

15 6 (1 0 0 ) 2 4 3 (10 0 ) 1 2 1 (1 00 ) 1 6 7 (1 0 0 ) 7 7 (10 0 )

1(粗000匁～

50,0(沿～

10,∝沿～

5,(X氾～

1.㈱～

5(沿　～

3∝)一一

1(X)～

1(氾匁未満

5(11.9)

4(9.5)(69.0)

25(59.5)

2(4.8)

2(4.8)(11.9)

1(2.4)

2(4.8)

合　　計

1,44 0 .3 匁 1,1 4 3 .3 匁 2 ,3 4 1.2 匁 2 ,1 84 .5 匁

42(100)

1口当り借銀 6,723.8匁 10,429.3匁

注)「義倉勘定帳」(各年度)による。

表5　貸付元銀の内訳　　　　　　単位銀匁、()内%



に
は
一
貫
目
以
上
が
四
割
を
こ
え
、
文
久
三
年
に
は
二
口
を
除
い
て
す

べ
て
一
貫
巨
以
上
の
融
資
と
な
っ
た
。
融
資
額
総
計
も
嘉
永
六
年
に
は

三
六
四
貫
目
余
、
文
久
三
年
に
は
五
一
七
貫
目
余
と
増
え
て
い
る
。
地

域
的
に
は
芦
田
・
分
郡
と
城
下
商
人
へ
の
融
資
が
多
い
。
ま
た
こ
の
頃

よ
り
「
そ
の
他
」
　
へ
の
貸
付
が
激
増
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
こ
で
素
永
六
年
を
今
少
し
検
討
し
て
お
き
た
い
。
芦
田
郡
で
は
多

額
の
融
資
額
は
な
い
け
れ
ど
も
口
数
が
七
二
口
と
全
体
の
半
数
近
く
を

占
め
て
い
る
。
分
部
は
二
六
口
で
あ
る
が
一
貫
目
以
上
が
多
く
、
合
計

(
6
)

で
五
〇
貫
目
に
達
し
て
い
る
。
城
下
商
人
で
は
三
島
屋
魚
問
屋
の
一
八

貫
目
余
を
は
じ
め
高
額
融
資
者
が
多
い
。
そ
し
て
「
そ
の
他
」
に
含
め

た
の
は
、
河
相
清
兵
衛
の
九
六
貫
目
余
　
(
六
ロ
)
、
河
相
保
右
衛
門
の

六
貫
目
余
　
(
二
口
)
、
「
去
る
子
年
水
難
村
々
御
貸
付
郡
御
役
所
納
め
、

無
利
足
五
か
年
賦
」
　
の
五
貫
目
余
な
ど
で
あ
り
、
調
達
人
の
二
人
で
義

倉
貸
付
銀
の
実
に
三
分
の
一
近
く
を
借
り
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

次
に
文
久
三
年
を
検
討
し
よ
う
。
こ
の
年
一
〇
〇
貫
目
を
こ
え
る
借

銀
者
が
い
る
が
、
こ
れ
は
城
下
の
豪
商
片
山
(
川
本
屋
)
吉
兵
衛
で
、

そ
の
額
は
一
八
三
貫
目
余
で
あ
っ
た
。
安
政
五
年
に
は
一
〇
五
貫
目
余
、

文
久
元
年
に
は
一
七
二
貫
目
余
で
あ
っ
た
。

義
倉
御
備
え
銀
貸
付
方
の
義
近
来
拝
借
人
共
数
無
く
、
残
銀
の
義

は
是
迄
片
山
書
兵
衛
へ
示
談
の
上
、
利
足
外
並
合
い
に
預
り
呉
侯

得
共
、
此
の
一
両
年
に
御
座
候
て
は
別
し
て
残
銀
多
く
に
て
、
凡

そ
七
八
拾
貫
目
余
も
預
け
に
相
成
り
居
り
侯
、
自
然
此
の
後
預
り

銀
相
断
り
候
節
は
、
月
迫
に
至
り
如
何
共
取
計
い
方
御
座
無
く
候
、

無
利
足
預
け
と
相
成
り
候
得
ば
、
大
道
の
利
銀
欠
け
に
罷
り
成
る

(
7
)

べ
L
と
掛
り
の
も
の
共
心
配
仕
り
候

こ
れ
は
安
政
六
年
の
「
口
上
覚
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
不
況

の
た
め
か
義
倉
銀
の
借
り
手
が
少
な
く
、
そ
の
た
め
片
山
書
兵
衛
の
交

誼
に
よ
っ
て
利
殖
が
可
能
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
し

か
し
そ
の
後
も
事
態
は
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
慶
応
三
年
の
片

山
書
兵
衛
の
預
り
銀
は
全
体
の
六
割
に
相
当
す
る
二
六
〇
貫
目
に
増

え
、
書
兵
衛
か
ら
利
銀
を
二
五
貫
目
受
け
取
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
文
久
三
年
の
五
〇
貫
目
以
上
借
銀
者
は
河
相
木
右
衛
門
(
清
兵
衛
)

の
六
八
貫
目
余
(
そ
の
他
)
　
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
書
兵
衛
の
場
合
と
事

情
が
違
う
の
で
後
述
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

と
こ
ろ
で
六
郡
の
農
民
へ
の
融
資
は
い
か
な
る
階
層
が
対
象
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
文
政
年
間
に
入
る
頃
よ
り
「
有
福

の
も
の
」
で
な
い
者
に
も
融
資
さ
れ
た
の
で
か
っ
た
。
し
か
し
「
御
貸

付
銀
は
田
畑
地
所
質
入
」
を
前
提
と
し
て
お
り
、
「
御
貸
付
銀
質
地
念

入
れ
村
役
人
へ
引
き
請
け
さ
せ
、
元
銀
壱
貫
目
に
付
き
徳
米
三
石
宛
書

入
れ
さ
せ
来
り
侯
、
無
質
は
勿
論
家
質
決
し
て
相
成
ら
ず
」
と
規
定
し

(
8
)

よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
ま
た
翌
五
年
に
「
貸
付
方
内
借
人

身
元
共
引
当
田
畑
等
」
　
の
調
べ
掛
り
と
し
て
、
沼
隈
郡
藤
江
村
庄
屋
山

路
嘉
兵
衛
・
安
那
郡
川
北
村
菅
波
武
十
郎
・
芦
田
郡
常
村
庄
屋
五
歳
・

探
津
部
手
城
村
庄
屋
儀
兵
衛
・
品
治
郡
向
永
谷
村
庄
屋
勇
治
・
分
郡
森

(
9
)

脇
村
庄
屋
忠
左
衛
門
の
六
人
が
任
命
さ
れ
、
借
り
手
の
身
元
や
資
力
を

調
査
し
て
い
る
か
ら
、
生
産
者
農
民
と
い
っ
て
も
あ
る
程
度
の
土
地
を

(
1
0
)

所
有
す
る
中
農
以
上
の
階
層
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

利
銀
収
入
の
実
際
　
再
び
図
2
に
戻
ろ
う
。
図
に
は
利
銀
納
入
率
が
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示
さ
れ
て
い
る
が
、
文
政
七
年
か
ら
弘
化
年
間
に
か
け
て
納
入
率
が
低

下
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
こ
で
文
化
七
年
か
ら
四
か
年
ご

と
の
平
均
値
を
示
し
た
の
が
表
6
で
あ
る
。
貸
付
元
銀
は
貸
付
銀
額
の

こ
と
で
あ
り
、
B
本
来
利
銀
は
本
来
入
っ
て
く
る
べ
き
利
銀
で
各
年
度

の
「
勘
定
扶
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
文
政
五
～
八
年
に

八
割
を
割
り
込
み
、
そ
の
後
一
挙
に
六
割
、
七
割
台
と
な
り
、
そ
し
て

弘
化
三
年
～
嘉
永
二
年
の
期
間
に
九
割
台
に
複
し
、
安
政
年
間
に
再
び

八
割
台
に
や
や
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

次
に
引
用
す
る
史
料
は
、
納
入
率
六
六
%
で
あ
っ
た
文
政
十
三
年

(
天
保
元
年
)
　
の
　
「
義
倉
勘
定
帳
」
　
の
一
節
で
あ
る
。

弐
盲
弐
拾
六
貫
七
百
拾
三
匁
八
分
九
厘
四
毛

拾
九
貰
四
百
四
拾
四
匁
五
厘
六
毛

但
し
、
本
弐
拾
九
貰
四
百
七
拾
弐
匁
八
分
六
毛
納
む
べ
き
所
、

御
口
大
高
六
拾
七
貫
五
百
目
分
利
鉄
人
貰
七
百
七
拾
五
匁
、

井
に
河
相
周
兵
衛
拝
借
御
口
入
銀
七
貫
目
利
銀
九
百
拾
匁
、

桑
田
次
郎
兵
衛
・
西
浜
屋
七
左
衛
門
へ
貸
付
三
貰
七
百
五
拾

表6　貸付利銀とその回収率(1か年平均値)

B本来利銀A利銀収入貸付元叙

99.0

913

77月

61.7

丘15

71月

70.6

6S2

9t.0

91.6

559

55,7

59.3

9日

く′　74,064

199,463

280,118

240,070

213,777

237.983

265,016

257,793

291,657

291,198

345.326

375,093

532,749

513,992

423,194

文化7-文化10

文化11～文化14

文政元～文政4

文政5～文政8

文政9-文政12

天保元～天保4

天保5～天保8

天保9～天保12

天保13-弘化2

弘化3、～嘉永2
嘉永3～嘉永6

安政2～安政5

安政6-文久2

文久3～慶応2

慶応3～明治3

注)表4に同じ。

匁
月
五
朱
貸
付
に
付
弐
百
四
拾
三
匁
七
分
五
厘
、
上
山
南
村

治
郎
三
郎
表
問
屋
岱
付
五
真
自
利
銀
年
壱
割
に
付
百
目
、
/

拾
賞
弐
拾
八
匁
七
分
五
厘
減
ず

貸
付
元
銀
二
二
六
貫
目
余
の
本
来
の
利
銀
は
閏
月
が
あ
る
の
で
、
元

銀
の
一
三
%
に
相
当
す
る
二
九
貫
目
余
と
な
か
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か

し
口
入
銀
七
四
貰
五
〇
〇
日
　
(
「
河
相
周
兵
衛
拝
借
御
口
入
銀
」
も
含

む
)
　
が
利
留
め
と
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
利
銀
九
貫
六
八
五
匁
が
未
払
い

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
低
利
で
優
遇
し
た
融
資
も
あ
っ
て
‥
傍
線

部
の
合
計
一
〇
貫
目
余
が
減
収
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
の
年
度

を
検
討
し
て
も
難
渋
に
と
も
な
う
利
銀
猶
予
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
と

く
に
口
入
銀
の
利
留
め
が
大
き
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
七
四

貰
五
〇
〇
日
の
口
入
銀
を
「
御
除
算
」
　
(
=
放
棄
)
と
し
た
の
は
弘
化

、〓)

二
年
碁
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
同
三
年
の
貸
付
銀
街
は
そ
の
額

だ
け
減
少
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
逆
に
利
銀
の
納
入
率
は
前
年
の
七

〇
・
八
%
か
ら
九
三
・
四
%
に
一
挙
に
跳
ね
上
が
る
こ
と
に
な
っ
た
。

で
は
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
と
え
ば
安
政
二
年
に
納
入
率
が
八
〇
%
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に
落
ち
て
い
る
の
は
い
か
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

義
倉
貸
銀
と
調
達
人
　
そ
の
前
に
図
2
で
安
政
元
年
の
数
値
が
記
載

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
こ
の
年
の
「
義

倉
勘
定
帳
」
が
残
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
よ
く
わ

か
ら
な
い
が
、
安
政
二
年
十
一
月
十
七
日
に
調
達
人
(
年
番
掛
り
)
　
が

淳
当
局
か
ら
叱
責
さ
れ
た
こ
と
が
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
当

日
は
ま
ず
河
相
良
(
科
)
　
兵
衛
が
郡
役
所
に
呼
び
出
さ
れ
、
代
官
か
ら

「
義
倉
備
え
銀
貸
付
方
惰
弱
の
義
こ
れ
有
る
趣
相
聞
え
、
不
将
に
付
き

押
込
め
申
し
付
く
べ
き
の
処
、
此
の
節
柄
御
用
多
に
付
き
一
己
の
慎
み
」

を
命
じ
ら
れ
た
。
続
い
て
信
岡
半
右
街
門
・
河
相
良
兵
衛
・
石
井
武
右

衛
門
・
河
相
小
左
衛
門
が
呼
び
出
さ
れ
、
「
義
倉
調
達
方
の
内
に
て
義

倉
銀
自
由
に
借
用
い
た
し
、
自
然
価
も
手
薄
に
て
、
約
る
処
銀
欠
け
に

(
1
2
)

相
成
り
侯
」
と
叱
責
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
推
測
す
れ
ば
、

安
政
元
年
の
勘
定
決
算
は
承
認
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
の
年
だ
け
勘
定

帳
が
残
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
次
に
安
政
年
間
前

後
に
調
達
人
た
ち
が
「
自
由
に
借
用
」
し
て
「
不
将
」
で
あ
っ
た
と
い

う
点
を
検
討
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
前
述
の
疑
問
、
す
な
わ
ち
安
政
二
年
の
八
〇
%
と
い
う
利
銀
納

入
率
の
原
因
に
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
す
で
に
予
測
さ

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
「
御
郡
方
へ
三
貴
六
拾
四
匁
壱
歩
弐
厘
弐

毛
、
魚
問
屋
へ
拾
八
貰
弐
百
六
拾
壱
匁
九
分
壱
毛
、
保
右
衛
門
へ
六
貫

六
百
三
拾
匁
七
分
壱
厘
弐
毛
、
定
治
郎
へ
三
拾
七
貫
五
百
日
、
〆
六
拾

(
1
3
)

五
貫
四
百
五
拾
六
匁
三
分
三
厘
五
毛
の
分
利
銀
」
で
あ
る
六
貫
二
八
三

匁
余
が
未
納
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
魚
問
屋
に
つ
い
て
は
前
述
し
た

が
、
六
五
貫
目
余
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
の
は
河
相
保
右
街
門
(
周

兵
衛
孫
)
　
と
河
相
定
次
郎
(
料
兵
衛
)
　
の
利
銀
未
払
い
が
原
因
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
調
達
人
た
ち
の
家
も
こ
の
頃
経
営
不
振
に

お
ち
い
り
、
そ
の
た
め
義
倉
の
資
金
融
資
を
仰
ぐ
と
い
う
事
態
が
み
ら

れ
は
じ
め
た
。

最
も
早
い
事
例
を
示
す
と
、
天
保
五
年
十
二
月
に
城
下
吉
津
町
の
津

之
国
屋
永
五
郎
(
福
井
常
右
街
門
養
子
)
家
が
、
「
近
年
売
り
鉢
打
ち

続
き
損
耗
仕
り
候
趣
に
て
、
借
銀
相
嵩
み
商
売
仕
入
れ
出
来
申
さ
ず
」
、

「
家
督
・
貸
家
等
は
迫
々
売
払
い
、
漸
く
家
屋
敷
其
の
外
諸
道
具
少
々

相
残
り
居
り
候
の
み
」
と
い
う
状
態
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

同
家
か
ら
歎
願
を
受
け
た
義
倉
は
「
当
年
よ
り
卯
年
迄
十
ヶ
年
の
間
、

銀
五
百
日
づ
、
御
救
い
成
し
下
さ
れ
度
」
と
藩
へ
願
い
出
た
。
翌
六
年

八
月
に
も
再
び
歎
厳
し
、
こ
の
年
か
ら
一
〇
年
開
銀
六
〇
〇
日
の
御
救

l〓-

い
銀
の
支
給
が
聞
届
け
ら
れ
て
い
る
。

先
に
安
政
二
年
の
史
料
で
引
用
し
た
河
相
定
次
郎
(
料
兵
衛
)
家
も

少
し
遅
れ
て
「
身
代
向
き
不
如
意
」
と
な
り
、
天
保
十
五
年
に
財
政
再

建
の
趣
法
を
実
施
し
た
が
、
そ
の
後
も
「
兎
角
暮
し
方
立
ち
行
き
難
く
」

安
政
元
年
に
義
倉
か
ら
三
七
貫
五
〇
〇
日
の
融
資
を
受
け
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
利
子
を
支
払
え
な
か
っ
た
こ
と
が
翌
二
年
の
前
述
し
た
叱
責

と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
う
け
て
定
次
郎
家
は
「
最
早
必

至
と
返
納
方
手
段
付
き
難
く
、
大
い
に
心
痛
」
し
て
い
る
と
義
倉
に
歎

願
し
、
義
倉
は
藩
の
許
可
を
え
て
定
次
郎
所
有
の
探
津
郡
千
田
村
の
田

地
五
反
九
畝
余
を
買
い
取
る
こ
と
で
三
七
貫
五
〇
〇
日
を
帳
消
し
と
し

(
1
5
)

た
の
で
あ
っ
た
。
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次
に
定
次
郎
と
と
も
に
銀
六
貫
目
余
の
利
足
を
支
払
う
こ
と
の
で
き

な
か
っ
た
保
右
衛
門
家
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
安
政
元
年
に

「
同
人
借
財
残
ら
ず
御
勘
定
所
へ
書
出
し
候
処
」
、
.
「
私
借
」
　
(
=
民
間
か

ら
の
借
銀
)
　
が
二
〇
九
貫
目
余
で
あ
っ
た
。
義
倉
と
福
山
藩
当
局
は
こ

の
年
か
ら
二
五
年
間
、
義
倉
銀
か
ら
毎
年
七
貫
目
ず
つ
保
右
衛
門
家
へ

仕
向
け
る
こ
と
に
す
る
と
と
も
に
、
安
政
五
年
に
は
「
当
人
開
所
仰
せ

付
け
ら
れ
、
最
早
返
納
の
手
当
て
も
御
座
な
く
侯
間
」
、
義
倉
の
融
資

(
1
6
)

額
六
貫
目
余
も
帳
消
し
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
開
所
と
な
っ
て
か
ら

の
保
右
衛
門
一
家
は
「
親
類
共
の
厄
介
に
相
成
り
、
彼
是
と
渡
世
仕
り

年
積
り
侯
て
も
　
(
私
借
返
済
の
)
　
目
途
立
ち
兼
ね
」
、
保
右
衛
門
自
身

も
「
長
病
」
で
「
多
分
入
費
相
掛
り
」
、
「
当
日
も
凌
ぎ
兼
ね
侯
」
状
態

で
あ
っ
た
と
い
う
。
保
右
衛
門
の
跡
を
継
い
だ
富
之
助
は
明
治
二
年
、

河
相
楚
宝
(
周
兵
衛
)
　
の
家
名
相
続
を
歎
願
す
る
と
と
も
に
、
前
述
の

七
貫
目
に
加
え
て
さ
ら
に
二
貰
五
〇
〇
日
一
〇
年
間
下
付
し
て
も
ら
い

た
い
こ
と
、
そ
し
て
「
此
の
上
手
稼
ぎ
等
辛
抱
仕
り
、
遂
々
残
借
も
相

片
付
け
」
る
こ
と
を
申
し
出
、
翌
三
年
か
ら
二
貰
五
〇
〇
日
が
追
加
さ

(
1
7
)

れ
た
の
で
あ
っ
た
。

河
相
清
兵
衛
は
「
義
倉
勘
定
帳
」
に
よ
れ
ば
、
安
政
二
年
に
お
い
て

義
倉
か
ら
一
〇
〇
貫
目
余
の
融
資
を
受
け
て
お
り
、
こ
の
年
に
九
貫
六

六
三
匁
の
利
銀
を
返
済
し
て
い
る
。
し
か
し
活
兵
衛
(
木
右
衛
門
)
　
は

安
政
元
年
に
趣
法
立
て
を
願
い
出
て
お
り
、
そ
の
経
営
は
思
わ
し
く
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
義
倉
は
一
六
年
の
問
六
貫
目
を
仕
向

け
る
こ
と
と
し
、
そ
の
六
貫
目
に
木
右
衛
門
か
ら
六
貫
目
を
出
さ
せ
て

(
1
8
)

計
一
二
貫
目
を
義
倉
借
銀
の
返
済
に
宛
て
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

六
貫
弐
百
弐
拾
壱
匁
四
分
四
厘
六
毛

河
相
木
右
衛
門
口
九
拾
四
貰
弐
百
六
拾
四
匁
三
分
弐
厘
九

毛
、
当
午
よ
り
年
三
歩
利
朱
立
て
に
付
、
残
り
六
朱
六
厘
利

損

右
は
安
政
五
年
の
「
義
倉
勘
定
帳
」
か
ら
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
木
右
衛
門
へ
の
融
資
分
が
年
利
三
%
と
優
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
の
た
め
本
来
入
る
べ
き
は
ず
の
残
り
の
六
・
六
%
分
六
貰

二
二
一
匁
余
が
不
足
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の

後
、
「
義
倉
勘
定
帳
」
を
み
る
と
、
木
右
衛
門
の
借
銀
残
高
は
、
文
久

三
年
に
六
八
貫
目
余
、
明
治
元
年
に
三
一
貫
目
余
、
明
治
四
年
に
は
五

貫
目
余
と
減
少
し
て
い
る
か
ら
、
年
利
三
%
と
い
う
低
利
も
あ
っ
て
返

済
は
順
調
に
進
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。

義
倉
設
立
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
石
井
家
も
幕
末
期
に
「
借
財

相
嵩
み
」
「
家
名
相
続
も
出
来
難
く
侯
」
と
い
う
状
態
と
な
っ
た
。

義
倉
御
銀
同
人
拝
借
当
暮
迄
元
利
辻
七
拾
九
貰
七
百
日
余
に
相
成

り
申
し
候
、
何
卒
右
銀
高
に
て
同
人
所
持
津
之
下
村
塩
浜
壱
町
九

反
四
畝
廿
八
歩
の
所
御
買
上
げ
、
井
に
同
村
に
て
所
持
仕
り
居
り

候
田
畑
反
別
弐
町
壱
反
四
畝
歩
余
に
て
、
過
地
子
米
弐
捨
石
程
の

分
百
目
に
付
米
弐
升
七
合
替
え
の
積
り
に
御
買
上
げ
成
し
下
さ
れ

度
き
旨
、
別
紙
歎
原
書
井
に
趣
法
書
帳
面
指
し
出
し
侠
俵
に
御
座

(
1
9
)

侯
右
は
慶
応
元
年
、
石
井
英
太
郎
の
歎
願
を
受
け
て
、
義
倉
が
淳
当
局

へ
伺
い
を
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
実
は
石
井
家
の
借
財
は
義
倉
に
対
し

く
ろ
が
ね
や

て
だ
け
で
は
な
く
、
札
座
へ
一
七
〇
貫
目
、
城
下
の
藤
井
(
鉄
屋
)
与



一
右
衛
門
へ
七
〇
貫
目
余
、
城
下
商
人
西
端
屋
利
右
衛
門
へ
金
八
四
八

両
な
ど
、
総
額
五
七
四
貫
目
余
の
負
債
額
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

銀
八
〇
貫
目
の
債
権
者
で
あ
っ
た
義
倉
は
同
家
の
申
し
出
を
受
け
て
一

〇
年
間
の
趣
法
を
た
て
、
「
夫
々
銀
主
方
相
頼
み
、
利
下
げ
年
延
べ
」

(刀)

な
ど
を
許
可
し
て
も
ら
い
、
「
家
名
相
続
」
を
は
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
義
倉
の
調
達
人
た
ち
は
子
や
孫
の
代
に
な
っ
て
経

営
破
綻
に
直
面
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
調
達
人
た
ち
の
「
家
名
相
続
」

(
2
1
)

に
義
倉
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ

を
義
倉
の
「
私
物
化
」
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
で
は

あ
ま
り
に
も
一
面
的
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
石
井
家
の
事
例
で
明
ら
か

な
よ
う
に
、
同
家
に
は
札
座
や
鉄
屋
を
は
じ
め
と
し
て
膨
大
な
公
借
・

私
借
が
あ
り
、
融
資
さ
れ
た
銀
額
が
同
家
の
破
産
に
よ
っ
て
不
良
債
権

化
す
れ
ば
、
藩
財
政
や
豪
農
商
た
ち
に
少
な
か
ら
ざ
る
打
撃
を
与
え
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
安
政
年
間
に
河
相
木
右
衛
門
(
清
兵
衛
)
　
に
多

額
の
融
資
を
し
て
い
た
柄
の
折
尾
活
兵
衛
が
、
元
利
が
保
証
さ
れ
る
か

じ
萌
凸

ど
う
か
と
大
目
付
や
新
町
宿
老
に
歎
願
し
て
い
る
よ
う
に
、
義
倉
に
よ

る
調
達
人
た
ち
の
趣
法
再
建
は
、
地
域
経
済
の
安
定
の
た
め
に
も
必
要

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

(
6
)

〔註〕
1

当
初
の
「
救
法
目
論
見
」
で
は
貸
付
銀
は
二
〇
〇
貫
目
と
さ
れ
て
い
た

が
、
こ
う
し
た
事
態
を
う
け
て
次
年
度
に
作
成
さ
れ
た
文
政
四
年
の
「
義

倉
行
事
願
文
」
で
は
、
「
貸
付
銀
凡
そ
三
百
貫
目
内
外
に
極
め
置
き
度
」

と
三
〇
〇
貫
目
が
新
し
い
基
準
と
さ
れ
た
。

(
7
)

(
8
)

(
9
)

(
1
0
)

「
義
倉
録
」
一
番
。

「
義
倉
録
」
　
二
番
。
実
際
に
、
翌
文
政
十
一
年
、
天
保
元
年
、
同
二
年
、

同
七
年
、
同
十
一
年
、
同
十
二
年
、
同
十
四
年
、
弘
化
元
年
と
勘
定
切
れ

と
な
っ
た
。
逆
に
「
延
銀
」
が
出
た
と
き
に
は
「
御
除
銀
」
と
し
て
別
会

計
と
し
て
積
み
立
て
る
こ
と
と
し
た
が
、
こ
の
制
度
は
弘
化
二
年
で
打
ち

切
ら
れ
た
(
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
注
(
1
1
)
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
し

ち
ろ
ん
図
2
に
は
こ
の
別
会
計
分
も
合
算
し
て
あ
る
。
な
お
こ
の
文
政
十

年
か
ら
儒
学
科
や
仏
道
講
釈
料
な
ど
の
諸
仕
向
銀
が
中
断
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

「
義
倉
録
」
二
番
。

天
保
の
凶
作
飢
饉
に
直
面
し
た
義
倉
が
、
将
来
の
故
地
に
備
え
て
天
保

八
年
か
ら
特
別
会
計
と
し
て
積
み
立
て
た
も
の
で
あ
る
が
、
安
政
五
年
に

表
勘
定
(
本
会
計
)
　
に
組
み
込
ま
れ
た
。

下
魚
屋
町
の
三
島
屋
は
、
天
保
八
年
に
魚
仲
買
と
差
練
れ
と
な
り
、
翌

九
年
に
閉
所
の
処
分
を
受
け
て
い
た
。
義
倉
は
債
権
者
と
し
て
三
島
屋
の

家
屋
敷
を
預
か
り
、
ま
た
残
銀
一
八
貫
目
余
は
利
留
め
と
し
返
済
も
中
断

の
処
置
を
と
っ
て
い
た
。
元
治
元
年
に
三
島
屋
徳
右
衛
門
は
家
名
再
興
の

願
書
を
義
倉
に
提
出
し
て
き
た
の
で
、
一
八
貫
目
余
の
借
銀
を
返
済
す
る

と
い
う
こ
と
で
家
屋
敷
を
徳
右
衛
門
に
返
し
た
の
で
あ
っ
た
　
(
「
義
倉
録
」

六
番
)
。

「
義
倉
録
」
五
番
。

「
義
倉
行
事
願
文
」
　
(
文
政
四
年
)
。

「
義
倉
録
」
一
番
。

し
か
し
臨
機
応
変
に
下
層
民
た
ち
へ
の
融
資
も
実
施
さ
れ
た
。
た
と
え

ば
文
化
八
年
碁
に
棉
問
屋
隅
屋
に
融
資
さ
れ
た
銀
の
う
ち
二
〇
貫
目
を
翌

九
年
二
月
末
に
回
収
し
、
そ
の
銀
を
三
月
に
「
柄
津
小
面
」
　
へ
七
月
末
ま
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で
貸
付
け
て
い
る
。
ま
た
文
政
十
二
年
に
は
走
畠
の
　
「
小
面
」
　
二
七
人
が

「
大
坂
淀
川
船
稼
ぎ
に
年
々
罷
り
越
し
候
処
、
迫
々
不
仕
合
せ
に
て
借
銀

等
仕
り
」
「
難
儀
に
及
び
候
」
と
い
う
事
態
を
受
け
て
、
そ
の
銀
額
一
〇

貰
五
〇
〇
日
を
払
い
替
え
、
そ
の
代
わ
り
「
上
方
稼
ぎ
相
止
め
さ
せ
地
方

蝋
業
稼
ぎ
相
働
」
く
こ
と
で
返
済
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
と
き

は
島
方
で
彼
ら
が
田
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
「
無
質
」
　
の
処
置
が
と

ら
れ
た
。

(
1
1
)
　
「
義
合
銀
」
三
番
。
な
お
こ
の
と
き
に
は
注
(
3
)
の
　
「
御
除
銀
」
を
本

会
計
に
加
え
る
こ
と
や
「
表
御
勘
定
切
銀
」
　
の
補
填
廃
止
、
注
(
4
)
の
拝

借
銀
四
〇
貫
目
の
返
済
が
亥
年
(
嘉
永
四
年
)
　
ま
で
猶
予
さ
れ
る
こ
と
と

と
な
っ
た
。

(
1
2
)
(
1
6
)
(
1
8
)
　
「
義
倉
録
」
四
番
。

(
1
3
)
　
「
義
倉
勘
定
帳
」
　
(
安
政
二
年
)
。

(
1
4
)
　
「
義
倉
録
」
二
番
、
「
義
倉
勘
定
帳
」
　
(
天
保
六
年
)
。
そ
の
後
も
津
之
国

屋
は
困
窮
し
「
義
倉
よ
り
定
例
御
下
米
三
石
三
斗
三
升
三
合
、
銀
百
七
拾

目
の
外
は
更
に
所
務
も
御
座
な
く
、
当
時
寺
子
相
集
め
当
日
を
凌
ぎ
居
り

侯
」
状
態
で
あ
り
、
万
延
元
年
か
ら
一
〇
年
間
六
〇
〇
日
ず
つ
の
支
給
を

願
い
出
て
、
三
〇
〇
日
ず
つ
の
支
給
が
許
可
さ
れ
て
い
る
。

(
1
5
)
　
「
義
倉
録
」
四
番
。
な
お
料
兵
衛
の
子
市
右
衛
門
も
慶
応
元
年
十
月
に

再
度
趣
法
を
願
い
出
て
、
義
倉
資
金
を
使
っ
た
八
年
間
の
再
建
趣
法
が
許

可
さ
れ
、
八
年
の
間
義
倉
か
ら
二
貰
五
〇
〇
日
の
支
給
を
受
け
た
　
(
「
義

.
倉
録
」
六
番
)
。

(
1
7
)
(
1
9
)
(
2
0
)
　
「
義
倉
録
」
六
番
。

(
2
1
)
　
前
稿
(
上
)
　
の
「
は
じ
め
に
」
の
注
(
3
)
に
示
し
た
従
来
の
研
究
で
は
、

こ
う
し
た
調
達
人
た
ち
へ
の
融
資
・
助
成
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な

い
。

(
2
2
)
　
福
山
市
柄
の
浦
歴
史
民
俗
資
料
館
蔵
析
屋
文
書
「
乍
恐
歎
願
奉
中
上
侠

口
上
之
党
」
　
(
安
政
四
年
)
　
な
ど
。

2
　
義
倉
田
と
地
域
社
会

田
畑
の
集
積
　
義
倉
発
足
時
の
計
画
で
は
貸
付
銀
が
二
〇
〇
貫
目
を

こ
え
る
文
化
七
年
か
ら
田
地
・
塩
浜
を
購
入
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、

文
化
五
年
碁
に
義
倉
資
金
が
藩
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
の
で
、
実
際
に
は

文
化
十
一
年
碁
か
ら
義
倉
田
の
購
入
が
開
始
さ
れ
た
。
ま
ず
義
倉
の
土

地
購
入
お
よ
び
請
戻
し
を
一
覧
に
し
た
も
の
を
提
示
し
ょ
う
(
麦
7
)
。

文
化
十
一
年
碁
の
最
初
の
買
い
入
れ
地
は
分
都
中
津
原
村
の
畑
地
二
〇

筆
で
、
検
地
帳
上
の
面
積
は
一
町
一
反
三
畝
余
、
石
高
は
一
三
・
五
石

す

余
で
あ
り
、
「
水
干
の
憂
い
も
御
座
な
く
地
所
居
わ
り
宜
し
き
」
　
こ
の

(
1
)

畑
地
の
定
米
(
契
約
小
作
料
)
　
は
二
六
・
九
石
余
で
あ
っ
た
。
翌
文
化

十
二
年
に
は
中
津
原
村
、
安
那
郡
湯
野
村
・
下
御
領
村
・
下
加
茂
村
で

計
五
三
・
一
石
余
を
購
入
し
、
文
政
三
年
碁
に
い
た
っ
て
は
一
〇
町
歩

を
こ
え
る
田
畑
で
、
石
高
に
し
て
一
五
二
・
九
五
石
を
一
挙
に
購
入
し

た
。
わ
ず
か
六
年
間
で
四
〇
八
・
一
石
余
の
田
畑
を
集
積
し
た
こ
と
に

な
る
。義

倉
田
購
入
の
目
標
値
は
、
当
初
の
「
教
法
目
論
見
」
で
は
加
地
子

米
(
小
作
料
純
益
)
　
三
五
〇
石
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
文
政
年
間
に

な
っ
て
も
同
じ
で
、
「
地
子
米
高
壱
ケ
年
分
凡
そ
三
百
五
拾
石
位
と
見

積
り
田
畑
買
求
め
置
き
、
内
百
石
は
毎
年
調
達
方
へ
下
さ
る
べ
し
、
引

(
Z
)

き
残
り
弐
百
五
捨
石
程
蔵
積
み
、
凶
年
窮
民
御
救
い
御
手
当
て
」
と
す
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表7　義倉田の購入状況

計

注)「義倉田地有物帳」(文化11年)により作成。△は請戻しによる返還。

る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。
で
は
文
政
三
年
末
の
義
倉
田
石
高
四
〇
八
石

余
の
加
地
子
米
は
い
か
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
文
政
四
年
九
月

に
「
田
徳
米
三
百
五
拾
石
位
買
求
む
べ
き
内
、
弐
百
弐
拾
八
石
前
程
是

迄
の
分
買
入
れ
こ
れ
有
る
に
付
き
、
残
り
米
百
弐
拾
弐
石
分
程
此
の
後

買
入
れ
る
べ
し
、
此
の
代
銀
凡
そ
百
弐
拾
五
黄
日
程
出
す
べ
き
哉
と
有

(
3
)

じ
奉
り
侯
」
と
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
ま
だ
目
標
値
に
は
到
達
し
て
い

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
表
7
に
あ
る
よ
う
に
、
文
政
四
年
に
一
三
九
・
四

石
、
翌
五
年
に
一
一
〇
・
六
八
石
分
の
田
畑
を
分
郡
森
脇
村
や
品
治
郡

倉
光
村
な
ど
で
購
入
し
た
。
文
政
六
年
に
藩
主
に
提
出
し
た
「
福
府
義

(
-
)

倉
御
備
銀
積
書
」
に
は
、
加
地
子
米
は
三
四
八
石
程
と
記
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
で
当
初
の
目
標
に
到
達
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
「
此
の

後
買
増
し
次
第
此
の
地
利
米
増
す
べ
し
」
と
但
書
を
つ
け
て
い
る
よ
う

に
、
当
初
の
目
標
の
加
地
子
米
三
五
〇
石
に
拘
泥
す
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
た
だ
「
田
徳
米
も
際
限
御
座
な
く
候
え
ば
、
五
六
百
石
計
り
と

(

5

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

6

)

限
り
置
き
申
し
庶
事
」
と
上
限
を
設
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
文
政
七
年
に
も
さ
ら
に
購
入
し
、
代
銀
は
累
計
四
〇
四
貫

七
五
三
匁
余
に
し
て
、
五
八
町
五
反
五
畝
、
石
高
七
〇
七
石
の
義
倉
田

集
積
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
「
義
倉
田
の
儀
は
御
趣
意
在

ら
せ
ら
れ
、
何
方
よ
り
相
願
い
侯
て
も
決
し
て
他
へ
譲
渡
相
成
ら
ざ
る

御
定
め
」
　
で
あ
っ
た
。
し
か
し
表
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
政
九
年
に

安
那
郡
湯
野
村
分
三
九
石
余
と
下
御
領
村
三
〇
石
の
計
六
九
・
六
四
八

石
を
菅
茶
山
の
廉
塾
に
元
の
値
段
で
譲
渡
し
た
。
こ
れ
は
「
先
だ
っ
て

菅
太
伸
様
よ
り
御
約
定
」
　
で
あ
り
、
「
神
辺
御
塾
田
の
儀
は
訳
も
違
い
」

(
7
)

「
学
弘
め
趣
法
田
地
」
　
で
あ
る
か
ら
特
別
に
認
可
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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こ
れ
で
義
倉
田
の
石
高
は
六
三
七
・
五
石
に
減
少
し
た
が
、
義
倉
田
は

六
郡
二
二
か
村
に
所
在
し
、
契
約
小
作
料
で
あ
る
定
米
は
八
九
〇
・
八

石
、
定
銀
五
九
三
・
八
匁
で
、
「
年
々
平
均
」
　
の
加
地
子
米
は
三
二

(
8
)

六
・
五
石
と
見
積
も
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
幕
末
期
の
義
倉
田
購
入
は
主

に
破
産
に
直
面
し
趣
法
を
行
っ
た
調
達
人
た
ち
の
土
地
を
買
い
上
げ
た

も
の
で
あ
る
。

次
に
最
初
の
義
倉
田
購
入
と
な
っ
た
中
津
原
村
の
畑
地
を
検
討
し
よ

う
。
注
(
1
)
で
前
述
し
た
よ
う
に
対
象
と
な
っ
た
土
地
は
す
べ
て
畑
地

(
二
〇
筆
)
　
で
、
面
積
は
一
町
一
反
三
畝
二
一
歩
、
石
高
は
一
三
・
五

(
9
)

〇
八
石
で
あ
っ
た
。
「
義
倉
地
小
作
書
上
帳
」
　
(
文
化
十
二
年
)
　
に
よ
れ

ば
、
小
作
地
は
三
六
枚
で
、
小
作
人
は
三
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ

き

り

せ

の
三
六
枚
の
合
計
面
積
(
「
切
畝
」
)
　
は
一
町
五
反
二
畝
一
歩
で
、
実
際

の
ぴ
せ

は
三
反
八
畝
余
ほ
ど
「
延
畝
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
定
米
(
契
約
小

作
料
)
　
は
反
当
一
・
八
石
で
あ
っ
た
。

義
倉
田
と
刻
印
し
た
石
柱
を
こ
れ
ら
の
耕
地
の
傍
に
建
て
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
が
畑
地
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
田
地
で
あ
っ
た
の
か

検
討
し
て
お
き
た
い
。
検
地
帳
で
は
上
々
畑
と
上
畑
で
あ
る
が
、
「
小

作
書
上
帳
」
に
は
「
切
畝
壱
反
歩
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

る
。
最
初
の
小
作
料
徴
収
年
と
な
っ
た
文
化
十
二
年
の
「
義
倉
勘
定
帳
」

に
は
、
「
中
津
原
村
田
地
当
亥
地
子
米
拾
四
石
三
斗
弐
升
四
合
三
勺
」

の
代
銀
八
四
二
二
ハ
匁
余
が
収
入
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
「
中
津

原
村
田
地
」
と
あ
る
か
ら
、
元
禄
期
に
畑
地
で
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の

後
の
荘
漑
施
設
の
整
備
に
よ
っ
て
田
地
へ
と
地
目
変
換
さ
れ
て
い
た
と

断
定
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
中
津
原
村
に
於
い

て
地
所
御
見
分
遊
ば
さ
れ
候
処
、
別
紙
帳
前
の
坪
々
水
干
の
憂
い
も
御

(
1
0
)

座
無
く
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
よ
う
。

義
倉
田
集
積
の
背
景
　
と
こ
ろ
で
「
何
よ
り
奇
妙
な
こ
と
は
藩
が
公

然
と
義
倉
の
基
本
的
仕
組
み
と
し
て
、
地
主
制
的
機
構
を
認
め
て
い
る

、〓、

こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
畑
中
誠
治
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
な
ぜ
藩
が
地
主

制
的
機
構
を
認
め
る
こ
と
が
「
奇
妙
な
こ
と
」
な
の
か
理
解
で
き
な
い

こ
と
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
指
摘
は
江
戸
時
代
の
支
配
体
制
が
封
建
的

土
地
所
有
関
係
を
基
軸
と
し
、
そ
の
権
力
基
盤
が
封
建
的
小
農
に
あ
っ

た
と
い
う
学
説
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
た
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
短
期
間
の

う
ち
に
七
〇
〇
石
も
の
土
地
を
集
積
で
き
た
当
時
の
地
域
社
会
を
ど
の

よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
が
問
題
で
あ
ろ
う
。

田
畑
買
入
れ
の
節
、
八
月
頃
村
々
願
い
出
に
順
じ
作
毛
出
来
方
を

大
庄
屋
壱
人
、
調
達
共
の
内
弐
人
罷
り
越
し
見
合
い
置
き
侯
て
、

地
所
撰
び
出
し
作
毛
取
上
げ
後
、
御
勘
定
方
様
御
壱
人
、
御
割
元

様
御
壱
人
、
大
庄
屋
壱
人
、
調
達
方
弐
人
罷
り
越
し
竿
入
れ
相
極

(
1
2
)

め
来
り
候
、
永
年
此
の
法
に
成
さ
れ
度
存
じ
奉
り
候
事

右
は
義
倉
田
を
購
入
す
る
際
の
手
続
き
で
あ
る
。
土
地
買
入
に
さ
い

し
て
藩
の
役
人
・
大
庄
屋
・
調
達
人
が
立
ち
会
う
こ
と
は
と
も
か
く
と

し
て
、
「
村
々
願
い
出
に
順
じ
」
と
あ
る
よ
う
に
村
方
の
方
か
ら
ま
ず

依
頼
が
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
「
作
毛
」
を
見
分
し
て
お
き
、
収
穫
後

あ

り

せ

に
有
畝
(
実
際
の
面
積
)
を
丈
量
し
て
定
米
や
買
取
価
格
を
決
定
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
決
し
て
土
地
を
買
い
あ
さ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

破
産
し
た
者
や
多
額
の
資
金
を
要
す
る
者
が
村
を
通
じ
て
依
頼
し
て
き

た
と
き
に
検
討
し
て
購
入
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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文
政
十
年
、
沼
隈
郡
草
深
村
費
左
衛
門
は
義
倉
か
ら
借
り
て
い
た
二

五
貫
目
の
元
利
を
「
地
所
売
払
い
申
さ
ず
て
は
返
納
出
来
申
さ
ず
」
事

態
に
お
ち
い
り
、
元
利
分
相
当
の
田
地
を
買
い
取
っ
て
も
ら
い
た
い
と

(1.J)

願
い
出
た
。

居
村
井
に
近
村
へ
売
券
に
出
し
使
え
共
近
年
売
り
地
多
く
、
殊
に

(
1
4
)

当
年
は
中
山
南
村
茂
兵
衛
儀
破
産
い
た
し
侯
に
付
き
同
人
持
地
売

払
い
、
其
の
外
村
方
小
面
引
き
請
け
御
役
所
御
銀
拝
借
返
納
片
付

け
傍
ら
、
売
り
地
多
く
御
座
候
に
付
き
多
分
の
田
地
一
向
売
捌
け

申
さ
ず
、
右
返
納
方
必
至
と
致
し
方
御
座
な
く
難
渋
に
迫
り
、
拝

借
銀
の
分
に
相
当
り
侯
田
地
、
御
慈
悲
を
以
て
御
買
入
れ
成
し
下

さ
れ
度
旨
欺
き
出
し
申
し
侯

義
倉
は
こ
の
願
い
出
に
応
じ
ょ
う
と
し
た
が
、
藩
当
局
の
認
め
る
と

こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
義
倉
貸
銀
の
融
資
の
さ
い
抵

当
に
入
れ
て
い
た
田
畑
を
、
返
済
で
き
な
い
場
合
に
義
倉
田
と
し
て
買

い
取
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
幕
末
期
の
調
達
人
の
田

か
む
ら

地
と
、
文
政
五
年
に
購
入
さ
れ
た
義
倉
田
の
う
ち
、
沼
隈
郡
神
村
の
庄

屋
章
平
分
(
高
三
三
・
九
石
余
)
と
晶
治
郡
今
岡
村
の
「
旧
家
」
本
八

郎
分
(
高
六
・
八
石
余
)
は
例
外
で
あ
り
、
彼
ら
の
破
産
に
と
も
な
い

(
1
5
)

藩
当
局
と
の
「
大
評
儀
」
　
の
う
え
抵
当
を
義
倉
田
と
し
て
い
る
。

さ
て
短
期
間
の
う
ち
に
義
倉
田
を
集
積
で
き
た
背
景
に
は
、
草
深
村

の
善
左
衛
門
の
願
い
出
に
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
破
産
・
趣
法
の
多
発
に

よ
っ
て
「
近
年
売
り
地
多
し
」
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
。
い
う
ま
で
も

な
く
高
い
年
貢
の
負
担
に
耐
え
か
ね
て
と
い
っ
た
理
由
で
は
な
く
、
事

業
の
展
開
に
失
敗
し
た
り
、
あ
る
い
は
貸
付
先
の
破
産
に
よ
っ
て
連
鎖

的
に
経
営
が
傾
い
た
り
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
売
り
地
が
余
り

に
も
多
く
買
い
手
が
な
く
て
困
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

勿
論
村
柄
に
寄
り
候
て
は
田
地
売
捌
き
六
つ
ケ
数
に
付
き
身
体
不

手
廻
り
に
成
り
、
売
り
候
者
存
じ
寄
り
よ
り
値
下
げ
に
売
り
捨
て

侯
様
相
成
る
べ
く
難
渋
仕
り
候
者
悶
々
御
座
候
、
然
る
を
買
入
れ

遣
わ
し
侯
え
ば
引
立
て
に
相
成
り
、
外
地
所
迄
も
値
持
ち
い
た
し

軽
か
ら
ざ
る
助
情
に
罷
り
成
り
侯
故
、
往
々
見
計
ら
い
買
助
け
を

(
1
6
)

致
し
遣
わ
し
度
存
じ
奉
り
候

義
倉
の
認
識
と
し
て
は
義
倉
田
の
購
入
が
土
地
価
格
の
下
落
を
防

ぎ
、
「
買
助
け
」
=
地
域
社
会
へ
多
大
な
貢
献
を
し
て
い
る
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
世
の
中
銘
々
我
欲
勝
手
の
み
申
す
も
の
」
で

あ
り
、
こ
う
し
た
義
倉
田
の
集
積
に
対
し
て
「
近
来
義
倉
方
へ
田
地
買

上
げ
直
段
下
げ
ず
と
て
福
者
の
悪
口
」
が
あ
っ
た
。
相
場
よ
り
高
く
買

(
1
7
)

い
取
る
義
倉
の
姿
勢
に
「
福
者
」
が
苦
情
を
里
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

河
相
周
兵
衛
ら
の
認
識
は
「
貧
者
は
先
祖
累
代
の
家
督
を
売
り
離
し
、

剰
え
掛
作
も
成
り
兼
ね
難
渋
大
方
な
ら
ず
、
然
る
に
値
能
く
買
上
げ
、

跡
掛
け
作
も
致
さ
せ
候
ゆ
え
、
不
一
通
り
助
け
に
御
座
候
て
悦
ぶ
事
大

方
な
ら
ず
」
と
、
家
督
を
手
離
す
者
の
立
場
を
尊
重
し
て
い
る
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
小
作
料
取
得
に
つ
い
て
も
「
他
へ
引
き

抜
く
に
こ
れ
無
く
、
御
領
分
よ
り
取
り
立
て
、
又
御
領
分
へ
蒔
き
散
ら

し
侯
に
付
き
、
中
以
下
の
格
別
助
け
に
御
座
候
」
と
地
域
社
会
へ
の
還

(
1
8
)

流
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

義
倉
田
の
管
理
と
小
作
料
収
入
　
義
倉
発
足
当
初
の
文
化
二
年
に
河

相
周
兵
衛
が
作
成
し
た
「
義
倉
年
中
行
事
伺
書
党
」
の
中
に
、
義
倉
田



14

が
所
在
す
る
村
に
は
「
地
利
米
」
　
(
加
地
子
米
)
一
石
に
付
き
五
升
ほ

ど
を
村
役
人
へ
世
話
料
と
し
て
渡
す
こ
と
と
い
う
一
条
が
あ
る
。
ま
た

春
秋
に
は
調
達
人
二
人
が
義
倉
田
を
見
回
り
、
「
耕
作
不
出
情
又
は
地

所
欠
損
」
な
ど
を
調
査
す
る
こ
と
な
ど
の
基
本
方
針
が
述
べ
ら
れ
て
い

た
。
そ
し
て
実
際
に
義
倉
田
の
購
入
が
始
ま
り
「
用
繁
く
」
な
る
と
、

文
化
十
三
年
か
ら
は
調
達
人
の
う
ち
二
人
が
「
毎
年
御
買
入
れ
地
見
分
、

す

べ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

1

9

)

作
毛
見
改
め
等
都
て
諸
算
用
仕
出
し
」
を
行
っ
た
。
し
か
し
日
常
の
義

倉
田
管
理
と
小
作
料
の
収
納
等
は
、
「
村
々
御
買
入
れ
地
作
配
方
其
の

(
2
0
)

村
役
人
へ
相
任
せ
」
て
い
た
。
ま
た
「
村
々
義
倉
御
田
地
加
地
子
米
毎

冬
売
捌
き
の
節
は
、
兼
て
其
の
村
役
場
へ
引
受
け
候
上
、
商
人
共
へ
売

(
2
1
)

渡
し
侯
趣
に
御
座
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
小
作
料
の
換
金
も
村
役
人
に

委
ね
ら
れ
て
い
た
。

義
倉
に
は
こ
う
し
た
小
作
料
の
算
用
帳
類
が
い
っ
さ
い
残
さ
れ
て
い

な
い
の
で
、
定
米
か
ら
年
貢
等
を
差
引
い
た
勘
定
は
明
ら
か
に
な
ら
な

い
。
た
だ
最
初
に
購
入
し
た
中
津
原
村
分
の
文
化
十
二
年
分
の
み
が

「
義
倉
録
」
一
番
に
、
「
地
子
米
指
引
き
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

定
米
二
六
・
九
一
石
か
ら
、
年
貢
米
八
・
九
石
、
銀
納
分
二
二
一
五
石
、

村
役
人
世
話
料
一
・
四
三
石
の
計
一
二
・
五
九
石
を
差
引
き
、
残
り
一

四
・
三
二
石
が
加
地
子
米
と
な
り
、
こ
れ
を
石
六
〇
匁
替
え
で
中
津
原

村
庄
屋
が
売
払
い
、
銀
札
八
五
九
・
四
七
匁
を
義
倉
に
上
納
し
た
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
義
倉
に
上
納
さ
れ
た
銀
札
(
と
正
銀
換

算
)
　
分
が
勘
定
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

図
3
は
加
地
子
米
収
入
の
推
移
を
米
建
て
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

当
初
の
加
地
子
米
の
目
標
三
五
〇
石
に
は
じ
め
て
到
達
し
た
の
は
文
政

七
年
で
、
こ
の
年
に
は
四
一
五
石
余
に
及
ん
だ
。
ま
た
文
政
十
年
に
も

四
〇
〇
石
に
達
し
、
天
保
三
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
も
連
続
し
て
三
五

〇
石
を
こ
え
て
い
る
。
そ
の
後
三
〇
〇
石
を
割
り
込
む
年
が
多
く
な
る

が
、
安
政
年
間
に
は
回
復
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
天
保
七

年
や
明
治
二
年
を
は
じ
め
と
し
て
「
田
畑
作
欠
け
」
と
な
っ
た
と
き
に

は
、
勘
定
所
か
ら
一
人
、
代
官
手
代
と
大
庄
屋
が
一
人
ず
つ
、
そ
れ
に

義
倉
(
調
達
人
)
　
か
ら
二
人
が
出
張
し
て
引
米
を
決
定
す
る
こ
と
と
な

(
2
)

っ
て
い
た
。
天
保
二
年
に
こ
れ
ま
で
の
引
米
の
年
平
均
は
約
一
〇
〇
石

図3　加地子米(米換算)の推移

注)「義倉勘定帳」(各年度)により作成。
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l
〓
一

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
政
十
一
年
の
よ
う
に
大
幅
な
引
米
は
別
と

し
て
も
、
ほ
ぼ
毎
年
多
く
の
義
倉
田
で
引
米
が
実
施
さ
れ
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
河
相
周
兵
衛
が
　
「
義
倉
発
端
手
続
」
　
に
お
い
て
、

「
往
々
は
地
子
米
も
壱
反
に
付
き
五
升
、
壱
斗
つ
、
も
引
下
げ
候
御
伺

い
申
上
げ
度
存
じ
奉
り
居
り
侯
え
共
、
近
来
の
不
勘
定
に
て
未
だ
其
の

御
時
節
に
至
り
申
さ
ず
」
、
「
小
作
は
寒
夜
に
身
を
曝
し
、
炎
天
に
甲
を

乾
か
し
、
粒
々
辛
苦
作
り
立
て
侯
え
ば
、
地
主
の
場
に
て
成
る
だ
け
安

く
仕
り
度
事
に
御
座
候
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
小
作
人
の
立
場
を

掛
酌
し
て
の
引
米
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
義
倉
へ
の
加
地
子
米
収
納
は
米

で
は
な
く
、
各
村
の
庄
屋
が
小
作
料
の
算
用
を
行
い
、
加
地
子
米
を
売

云
)

却
し
て
銀
札
で
義
倉
に
納
入
し
て
い
た
。
麦
8
に
示
し
た
よ
う
に
、
加

地
子
米
の
米
納
化
は
安
政
六
年
か
ら
で
あ
っ
た
。
文
政
六
年
は
義
倉
初

の
救
米
放
出
を
実
施
し
た
年
で
あ
る
が
、
そ
の
救
米
の
一
部
と
し
て
分

郡
山
手
相
の
三
六
石
な
ど
計
一
三
八
石
余
が
正
米
納
め
と
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
も
一
貫
し
て
銀
約
が
と
ら
れ
、
弘
化
四
年
に

芦
田
郡
上
有
地
相
・
品
治
郡
今
岡
村
・
倉
光
村
三
か
村
が
計
三
〇
石
の

正
米
納
め
を
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
特
殊
な
理
由
に
よ
る
例
外
的
事
例

(乃)

で
あ
る
。

で
は
安
政
六
年
か
ら
に
わ
か
に
米
約
の
比
率
が
高
く
な
っ
た
の
は
如

何
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て
は
安
政
五
年

の
加
地
子
米
の
処
理
が
参
考
に
な
る
。
す
な
わ
ち
分
郡
山
手
相
や
中
津

原
村
の
加
地
子
米
の
う
ち
三
八
三
俵
が
、
翌
安
政
六
年
秋
に
な
っ
て
も

実
は
売
れ
残
り
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
義
倉
は
「
去
年
冬
加
地

表8　錦納・米納別加地子の推移(1か年平均値)(単位、銀匁)

B銀換算b米約分A銀約分

2232.8

9684.4

21391.4

22158.8

25875.9

26129.1

21285.7

23338.0

27448.6

27443.3

35140.3

51558.6

96645.7

156092.7

690.0

57.4

38578.8

50883.2

119865.2

2232.8

9684.4

18975.5

22158.8

25875.9

26129.1

21285.7

23338.0

26758.6

27443.3

35082.9

12979.8

45812.5

36227.5

文化12-文化14

文政元一文政4

文政5～文政8

文政9～文政12

天保元～天保4

天保5-天保8

天保9～天保12

天保13～弘化2

弘化3～嘉永2

嘉永3～嘉永6

安政2～安政5

安政6～文久2

文久3～慶応2

慶応3～明治3

「義倉勘定帳」(各年度)により作成。

子
米
売
払
い
残
り
六
百
俵
余
買
入
御
座
無
く
に
付
き
、
石
に
付
き
百
三

拾
五
匁
替
え
地
値
段
相
庭
に
て
、
拠
無
く
勘
定
掛
り
合
の
場
へ
引
受
け

(
2
6
)

御
勘
定
相
済
ま
せ
候
」
と
、
帳
面
上
は
石
一
三
五
匁
で
売
払
っ
た
よ
う

に
処
理
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
の
「
義
倉
録
」
に
は
こ
う
し

た
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
か
ら
、
義
倉
田
の
小
作
人
が
村
役
人
へ
納
め
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る
小
作
料
の
多
く
は
米
納
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
は
村
役
人
が
す
べ
て
加

地
子
米
部
分
を
売
り
払
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
義
倉
へ
は
結
果
と
し

(㌘)

て
銀
納
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
安
政
六
年
の
碁
に
な

っ
て
も
「
追
々
不
景
気
に
て
売
捌
け
申
さ
ず
」
「
買
受
け
候
者
御
座
無

く
」
、
結
局
二
五
四
石
余
が
売
払
い
残
り
と
な
り
、
「
村
々
積
み
置
く
」

(笥)

こ
と
と
な
っ
た
。
以
後
も
同
様
で
あ
っ
た
。
な
お
表
3
の
利
率
は
加
地

子
米
銀
を
義
倉
田
の
買
取
価
格
で
割
っ
た
も
の
で
あ
る
。
義
倉
が
田
地

を
購
入
す
る
さ
い
六
～
八
朱
の
利
子
率
で
計
算
し
て
い
た
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、
米
価
の
高
低
も
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
平
均
的
な
回

収
率
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

当
初
の
「
教
法
目
論
見
」
で
は
こ
う
し
た
加
地
子
米
は
貸
付
銀
に
は

流
用
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
実
際
に
加
地
子
銀
が
入
っ
て
き
て

も
、
「
此
の
銀
は
貸
付
に
は
仕
ら
ず
年
々
囲
い
置
き
、
十
ヶ
年
目
蔵
開

き
の
節
正
米
買
い
整
え
」
、
窮
民
へ
救
弟
と
し
て
放
出
す
る
こ
と
と
さ

(討)

れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
「
田
地
地
利
米
当
時
(
文
政
三
年
)
　
は
積
米

に
致
さ
ず
、
年
々
田
地
買
増
し
居
り
申
し
侯
、
凡
そ
地
子
米
辻
存
じ
寄

(脚)

り
通
り
に
算
立
て
揃
い
侯
節
よ
り
積
み
置
き
候
」
と
い
う
も
の
の
、
そ

の
後
も
貸
付
に
回
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
口
入
銀
の
利
留
め
な
ど
に
よ

る
経
営
圧
迫
へ
の
対
応
で
あ
っ
た
が
、
「
金
銀
米
穀
国
用
に
相
立
て
侯

(
3
1
)

を
以
て
宝
に
御
座
候
、
限
り
無
く
隠
し
横
置
き
侯
て
は
無
益
」
と
い
う

現
実
的
な
対
応
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

義
倉
と
義
倉
田
小
作
人
　
さ
て
お
お
よ
そ
順
調
な
展
開
を
み
せ
て
い

た
と
思
わ
れ
る
義
倉
田
経
営
で
あ
る
が
、
弘
化
三
年
に
は
「
近
来
義
倉

田
村
々
田
畑
普
請
手
人
等
、
其
の
外
不
審
ケ
間
敷
き
義
内
々
禰
聞
き
申

し
侯
、
且
つ
又
小
作
人
共
場
に
て
も
何
と
無
く
心
得
違
い
の
儀
も
御
座

(
3
2
)

候
様
風
聞
承
り
申
し
侯
」
と
い
っ
た
義
倉
の
口
上
書
が
作
成
さ
れ
、

「
心
得
違
い
の
者
共
も
改
心
」
さ
せ
る
よ
う
郡
方
組
目
付
の
見
廻
り
を

願
い
出
て
い
る
。
ち
な
み
に
こ
の
年
の
　
「
田
畑
普
請
手
入
」
に
要
し
た

経
費
は
一
貫
四
三
一
匁
で
、
前
年
、
前
々
年
の
七
〇
七
匁
余
、
六
一
六

(刀)

匁
余
の
倍
額
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
品
治
郡
倉
光
村
で
六
〇
一
匁
余
、

分
郡
津
之
郷
村
で
三
八
六
匁
余
、
品
治
郡
万
能
倉
村
で
三
〇
四
匁
余
の

普
請
額
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
田
地
の
普
請
だ
け
で
な
く
、
各
村

役
人
は
定
米
の
引
米
を
義
倉
に
願
い
出
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

た
と
え
ば
沼
隈
郡
早
戸
村
庄
屋
の
有
木
長
三
郎
は
、
上
田
一
反
二
三

歩
の
義
倉
田
に
つ
い
て
「
右
の
御
田
地
腐
れ
毛
田
に
御
座
候
て
、
近
来

作
毛
有
付
き
兼
ね
侯
場
所
も
余
程
こ
れ
有
り
、
惣
鉢
地
味
相
衰
え
年
々

作
方
不
熟
い
た
し
、
御
引
米
等
頂
戴
仕
り
小
作
人
取
続
け
さ
せ
居
り
候
」

と
報
告
し
た
。
天
保
十
三
年
三
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
小
作

地
で
あ
っ
た
か
ら
「
当
年
に
て
は
村
内
小
作
人
一
円
こ
れ
無
し
」
と
い

う
事
態
と
な
っ
て
お
り
、
有
木
長
三
郎
は
二
石
一
斗
の
定
米
を
一
石
七

(封)

斗
に
下
げ
て
も
ら
い
た
い
と
願
い
出
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
万
能
倉
村

の
村
役
人
も
同
年
三
月
に
定
米
を
四
斗
引
き
下
げ
、
「
小
作
の
者
出
精

仕
ら
せ
」
た
い
と
願
い
出
た
が
、
三
月
二
十
九
日
に
こ
の
願
い
は
取
り

元
)

下
げ
ら
れ
て
い
る
。
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。

こ
の
よ
う
な
普
請
願
い
や
定
米
の
引
き
下
げ
願
い
の
な
か
に
「
不
審

ケ
間
敷
き
義
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
河
相
周
兵
衛
は
「
義

倉
発
端
手
続
」
　
の
な
か
で
、
「
当
分
は
庄
屋
共
も
感
心
い
た
し
御
田
地

大
切
に
取
計
い
居
り
候
処
、
年
を
鐙
侯
て
は
其
の
惜
を
も
忘
れ
、
当
時
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の
欲
に
迷
い
、
去
る
冬
倉
光
村
役
人
共
相
計
り
候
様
の
義
出
来
申
し
」

と
、
村
役
人
た
ち
の
義
倉
田
管
理
に
熱
意
が
た
り
な
い
と
記
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
ま
た
弘
化
三
年
の
義
倉
の
口
上
書
に
あ
っ
た
「
小
作
人
共

場
に
て
も
何
と
無
く
心
得
違
い
の
俵
も
御
座
候
」
と
い
う
の
は
、
小
作

人
た
ち
の
な
か
に
毎
年
引
米
要
求
を
す
る
者
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
点
に
関
し
て
は
、
次
に
紹
介
す
る
天
保
十
四
年
の
万
能
倉
村
小
作
人

(㌘)

へ
の
褒
質
一
件
が
参
考
に
な
ろ
う
。

万
能
倉
村
は
そ
の
村
高
に
「
不
相
応
人
少
」
　
の
村
柄
で
、
義
倉
田
の

小
作
人
も
「
過
半
近
村
よ
り
入
作
」
　
で
あ
り
、
そ
の
た
め
作
物
の
世
話

も
「
行
届
き
申
さ
ず
侯
に
付
き
追
々
作
劣
り
、
近
年
は
別
け
て
土
地
痩

せ
衰
え
欠
作
勝
ち
に
相
成
り
、
毎
年
義
倉
田
御
見
分
願
い
出
」
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
義
倉
は
小
作
人
吉
助
ら
六
名
に

銭
八
貰
文
(
銀
七
四
・
五
匁
余
)
　
を
褒
美
と
し
て
支
給
し
た
。
理
由
は

「
義
倉
御
田
地
御
買
入
れ
の
初
年
(
文
政
三
年
お
よ
び
文
政
七
年
)
　
よ

り
小
作
仕
来
り
、
農
勤
出
精
仕
り
候
に
付
き
、
当
年
に
至
る
迄
瑚
か
も

欠
作
御
見
分
等
受
け
申
さ
ず
、
夫
れ
故
其
の
御
田
地
だ
け
は
村
柄
に
似

合
わ
ず
土
地
肥
え
、
諸
作
物
有
付
き
宜
し
く
御
座
候
」
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
褒
賞
が
「
外
小
作
人
共
へ
も
自
然
と
見
習
い
」

と
な
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
天
保
年
間
以

降
に
お
い
て
義
倉
と
小
作
人
と
の
間
に
作
徳
を
め
ぐ
っ
て
緊
張
関
係
が

あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
「
義
倉
録
」
や
「
義
倉
勘
定
帳
」
を
み
て
も
、
加
地
子
米

の
未
納
に
関
す
る
記
述
は
甚
だ
少
な
い
。
「
義
倉
録
」
に
記
録
さ
れ
た

唯
一
の
未
納
の
件
を
み
て
み
よ
う
。
安
政
五
年
安
那
郡
道
上
村
の
小
作

人
辰
次
郎
は
定
米
三
・
九
八
三
石
の
う
ち
一
二
一
一
石
し
か
㌫
め
ら
れ

ず
、
二
・
七
七
三
石
の
未
納
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
実
際
に
納
め
た
の

は
九
斗
だ
け
で
あ
り
、
残
り
の
三
斗
一
升
分
は
「
当
午
畑
御
仕
向
け
米
」

「
当
午
作
方
難
渋
御
仕
向
け
米
」
　
の
引
米
で
あ
っ
た
。
村
役
人
た
ち
は

辰
次
郎
の
　
「
建
物
諸
道
具
」
を
競
売
に
か
け
一
・
〇
七
三
石
を
納
め
さ

せ
、
残
り
一
・
七
石
に
つ
い
て
は
無
利
息
一
〇
年
朕
の
返
済
を
願
い
出

た
。
義
倉
は
一
・
七
石
分
は
村
役
人
へ
の
　
「
御
貸
付
に
相
仕
組
み
、

(駕)

年
々
返
納
」
さ
せ
る
こ
と
で
落
着
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
記

事
が
少
な
い
の
は
未
納
が
少
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
な

お
検
討
の
余
地
が
あ
る
も
の
の
、
毎
年
の
引
米
の
実
施
が
小
作
料
の
未

納
に
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
そ
う
で
あ
る
。

ま
た
不
作
の
年
に
は
引
米
と
は
別
に
小
作
人
に
救
米
を
施
し
た
　
(
表

9
)
。
最
後
に
こ
の
義
倉
の
救
米
を
検
討
し
て
お
こ
う
。
文
政
八
年
は

「
田
畑
木
綿
不
熟
極
難
渋
」
「
稲
作
虫
付
き
」
に
対
し
て
一
〇
か
村
の
小

作
人
へ
四
五
石
余
を
仕
向
け
る
こ
と
と
し
た
が
、
こ
の
年
に
関
し
て
は

こ
の
仕
向
米
が

表9　義倉小作人への救米

注)「義倉録」二番、「窮民御
教永代御備銀勘定帳」によ
り作成。

実
施
さ
れ
た
か

ど
う
か
は
明
ら

か
で
な
い
。
朱

筆
の
認
可
記
載

が
な
く
、
勘
定

帳
に
も
記
載
さ

れ
て
い
な
い
の

で
、
お
そ
ら
く
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露
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1
8
　
は
引
米
で
対
処
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
天
保
元
年
分
は
た
と
え
ば
「
当

-
秋
米
綿
作
不
熟
反
別
六
反
七
畝
歩
御
検
見
相
願
わ
ず
侯
極
難
渋
、
井
に

稲
作
不
熟
極
難
渋
の
分
へ
御
仕
向
け
成
し
下
さ
れ
度
」
　
(
万
能
倉
村
)

(刃)

な
ど
と
七
か
村
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
「
御
閉
済
み
」
と
認
可

さ
れ
て
い
る
が
、
勘
定
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
も
実
際

は
引
米
と
し
て
処
理
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

嘉
永
二
年
以
降
は
一
〇
〇
俵
(
三
〇
石
)
　
の
教
米
が
頻
繁
に
実
施
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
全
小
作
人
に
一
律
に
配
布
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

(亜)

「
御
見
分
相
願
わ
ざ
る
分
、
御
年
貢
小
作
米
凌
ぎ
か
ね
候
小
作
人
共
」
、

す
な
わ
ち
見
分
　
(
引
米
)
　
を
願
い
出
な
か
っ
た
小
作
人
、
お
よ
び
年

貢
・
加
地
子
米
を
納
入
で
き
な
い
小
作
人
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。〔註〕

(
1
)
　
「
義
倉
録
」
一
番
。
こ
の
定
米
二
六
・
九
石
余
の
う
ち
三
石
か
ら
一

二
石
余
が
年
貢
・
村
人
用
そ
の
他
と
し
て
差
引
か
れ
、
残
る
一
四
石
か
ら

一
五
石
余
が
加
地
子
米
(
小
作
料
純
益
)
　
と
見
積
も
ら
れ
て
い
る
。
中
津

原
村
の
地
租
改
正
時
の
耕
地
面
積
は
元
禄
十
三
年
検
地
面
積
の
一
二
一
倍

強
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
の
畑
地
の
面
積
は
せ
い
ぜ
い
広
く
見
積
っ

て
も
一
町
五
反
前
後
で
あ
っ
た
ろ
う
　
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
)
。
本

稿
の
主
題
で
は
な
い
の
で
深
入
り
し
な
い
が
、
筆
者
は
地
主
と
小
作
人
の

取
分
は
折
半
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
の
で
、
こ
の
畑
地
の
年
間
反
当

生
産
力
は
二
・
七
石
～
三
・
一
石
ほ
ど
あ
っ
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。

(
2
)
(
3
)
(
5
)
　
「
義
倉
行
事
願
文
」
　
(
文
政
四
年
)
。

(
4
)
(
1
0
)
　
「
義
倉
録
」
一
番
。

(
6
)
　
し
か
し
文
政
十
年
に
は
加
地
子
米
一
〇
〇
〇
石
を
目
標
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
　
(
注
(
3
)
参
照
)
、
義
倉
銀
二
二
四
貫

目
を
「
勘
定
大
極
」
と
し
て
　
「
延
銀
」
　
(
黒
字
分
)
　
は
別
会
計
と
し
、
そ

の
別
会
計
が
三
〇
貫
目
に
達
し
た
ら
、
そ
の
後
の
　
「
延
銀
」
で
加
地
子
米

が
一
〇
〇
〇
石
に
達
す
る
ま
で
義
倉
田
を
購
入
す
る
こ
と
、
そ
し
て
「
延

銀
」
が
出
る
よ
う
に
神
道
講
釈
料
な
ど
の
仕
向
科
を
休
年
と
す
る
こ
と
と

願
い
出
た
の
で
あ
っ
た
　
(
「
義
倉
録
」
　
二
番
)
。
し
か
し
こ
の
計
画
は
天
保

七
年
の
救
い
米
放
出
な
ど
で
頓
挫
し
た
。

(
7
)
(
8
)
(
1
3
)
(
2
1
)
(
2
3
)
　
「
義
倉
録
」
　
二
番
。

(
9
)
　
「
義
倉
一
件
帳
」
所
収
。
こ
う
し
た
小
作
人
名
簿
は
こ
の
史
料
だ
け
で

あ
る
。

(
1
1
)
　
畑
中
誠
治
「
福
山
藩
の
義
倉
に
つ
い
て
」
　
(
r
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
」

第
二
六
巻
三
号
、
一
九
六
六
年
)
。

(
1
2
)
(
1
6
)
(
2
0
)
　
「
義
倉
行
事
願
文
」
　
(
文
政
四
年
)
。

(
1
4
)
　
畳
表
問
屋
の
亀
山
茂
兵
衛
の
こ
と
で
あ
る
。

(
1
5
)
(
1
8
)
(
1
9
)
　
「
義
倉
行
事
願
文
」
　
(
文
政
四
年
)
。

(
1
7
)
　
「
在
中
田
地
の
売
買
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
地
所
の
善
悪
も
御
座
候
え

共
、
ま
づ
は
村
方
に
て
百
姓
方
身
姑
宜
し
く
買
入
多
き
村
方
は
直
段
宜
し

く
、
百
姓
方
困
窮
に
て
買
人
数
無
き
村
方
は
地
所
返
し
侠
て
も
直
段
下
直

に
御
座
候
」
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
福
山
地
方
に
お
い
て
は
「
通

例
大
旨
の
処
、
上
村
六
朱
、
中
村
八
朱
、
下
村
壱
割
位
」
　
の
利
子
率
で
あ

っ
た
。
最
初
に
購
入
し
た
「
中
津
原
村
の
地
所
至
っ
て
上
所
」
　
で
あ
っ
た

が
、
義
倉
は
本
文
と
は
違
っ
て
八
朱
で
安
く
購
入
し
て
い
る
　
(
「
養
分
鉉
」

一
番
)
。
お
そ
ら
く
以
後
は
六
朱
程
度
で
買
入
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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(
2
)
　
「
真
倉
年
中
行
事
伺
吉
党
」
　
(
文
化
二
年
)
、
「
義
倉
行
事
願
文
」
　
(
文
政

四
年
)
。
領
民
の
求
め
に
応
じ
て
淳
が
検
見
引
を
行
う
場
合
は
こ
の
限
り

で
な
か
っ
た
。

(
2
4
)
　
し
た
が
っ
て
「
教
法
目
論
見
」
で
計
画
し
て
い
た
加
地
子
米
を
入
れ
て

お
く
た
め
の
　
「
米
蔵
六
郡
六
ヶ
所
、
御
城
下
壱
ヶ
所
、
新
津
壱
ヶ
所
、
/

八
ヶ
所
土
蔵
」
を
建
て
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
の
ち
に
は
「
取
立
て
次
第

最
寄
の
夫
食
蔵
」
　
へ
預
け
て
お
く
こ
と
と
し
た
　
(
「
美
倉
行
事
餌
文
」
)
。

(
5
)
　
こ
れ
は
芦
田
郡
福
田
村
の
前
庄
屋
小
野
大
助
家
が
破
産
に
直
面
し
、
無

利
足
一
〇
年
既
で
米
一
〇
〇
俵
の
借
用
を
義
倉
に
歎
厨
し
た
と
こ
ろ
、

「
格
段
を
以
て
」
許
可
さ
れ
た
の
で
近
村
の
加
地
子
米
が
融
通
さ
れ
た
か

ら
で
あ
っ
た
　
(
「
義
倉
録
」
三
番
)
。

(
2
6
)
(
㌶
)
　
「
義
倉
録
」
五
番
。

(
㌘
)
　
当
初
か
ら
義
倉
小
作
人
の
小
作
料
が
鉄
鍋
で
あ
っ
た
の
は
、
分
郡
草
戸

村
(
畑
地
七
反
九
畝
余
、
高
三
二
一
七
一
石
)
分
の
小
作
定
銀
五
九
三
匁

余
と
、
森
脇
村
の
畑
地
の
加
地
子
銀
八
九
一
匁
余
　
(
定
額
)
　
だ
け
で
あ
っ

た
。
な
お
小
作
人
の
多
く
は
木
綿
作
も
行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
小
作
料

米
が
不
足
す
る
場
合
は
買
納
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
年
貢
買
約
に
つ
い

て
は
本
城
正
徳
「
幕
藩
制
社
会
の
展
開
と
米
穀
市
場
」
　
(
大
阪
大
学
出
版

会
、
一
九
九
四
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
乃
)
(
3
1
)
　
「
義
倉
行
事
願
文
」
　
(
文
政
四
年
)
。

(
3
0
)
　
「
義
倉
録
」
一
番
。

(
3
2
〓
封
)
(
3
5
〓
3
7
)
(
4
0
)
　
「
義
倉
録
」
三
番
。

(
3
3
)
　
「
義
倉
勘
定
帳
」
　
(
各
年
度
)
。

(
3
6
)
　
「
義
倉
録
」
　
二
番
。
周
兵
衛
が
指
摘
す
る
こ
の
倉
光
村
の
一
件
と
は
、

倉
光
村
の
義
倉
田
二
八
石
余
を
「
元
御
買
入
れ
直
段
に
て
村
役
人
共
場
へ

御
売
り
戻
し
」
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
義
倉
田
は
手
離

さ
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
た
の
で
、
天
保
元
年
七
月
に
　
「
内
空
々
承

り
合
侯
処
」
、
義
倉
田
を
買
い
戻
し
た
村
役
人
た
ち
が
そ
れ
を
さ
ら
に

「
分
け
売
り
に
し
て
」
利
を
稼
ご
う
と
し
た
一
件
で
あ
っ
た
　
(
「
義
倉
録
」

二
番
)
。

(
3
)
　
「
義
倉
録
」
四
番
。
な
お
こ
の
未
納
一
件
の
一
年
前
、
道
上
村
庄
屋
の

伝
右
衛
門
は
義
倉
田
の
世
話
役
を
辞
退
し
た
い
と
申
し
出
た
が
、
藩
は
義

倉
田
の
世
話
役
を
辞
め
た
い
の
な
ら
庄
屋
も
退
役
す
べ
き
だ
と
、
伝
右
衛

門
の
意
向
を
一
蹴
し
た
。

(
3
9
)
　
「
義
倉
録
」
二
番
。




